
 

 

 

 

落葉の候、日頃は本校の教育活動にご協力をいただきお礼申しあげます。 

さて、今回は『サービス等利用計画』についてご紹介いたします。２０１５年度より本格実施と

なった制度ですので、よくご確認ください。 

◆サービス等利用計画とは 

 サービス等利用計画とは、障がい者の心身の状況、置かれている環境やニーズを把握し、本人の

意向に合わせて、総合的な支援方法や解決すべき課題を踏まえ、最も適切なサービスの組合せ等に

ついて検討した総合的な支援計画のことで、相談支援事業所の相談支援専門員が作成するものです。

地域がおこなうサービスの支給決定の根拠となるものですので、今後支給決定を受けるすべての利

用者にサービス等利用計画を作成する必要があります。 

※本人が希望する場合は、サービス等利用計画の代わりとなるセルフプランを独自で作成すること

が可能です。 

 

◆サービス等利用計画の作成手順 
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作成依頼 

 

 相
談
支
援
事
業
所 

計画案の作成 

・生活に対する意向 

・総合的な援助の方針 

・解決すべき課題 

・サービスの目的（長期・短期） 

・その達成時期 

・サービスの種類・内容・量 

・サービス提供の留意事項 

相談・確認 

本
人
（
保
護
者
） 

提出 

地
域
の
福
祉
課 

支
給
決
定 

利用計画の完成 

聞き取りの実施 

・障がい者の心身の状況 

・その置かれている環境 

・日常生活の状況 

・現に受けているサービス 

・サービス利用の意向 

・支援する上で解決すべき課題 

・その他 

承
認 

サービスの利用開始 

サービスの利用開始後、相談支援事業所

による一定期間ごとのモニタリングが

実施されます。 
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◆サービス等利用計画の必要性 

 今後、サービス等利用計画は地域の福祉サービスを利用する際に作成が必要となります。 

具体的に地域の福祉サービスとは、日中活動事業所の利用や短期入所、デイサービス、行動援護

（ヘルパーさんの利用）等があげられます。また、サービス等利用計画を作成すれば、相談支援事

業所による一定期間ごとのモニタリングが実施され、利用後の様子を一緒に見守ってもらうことが

できます。 

 

◆計画相談支援事業所 

 市町村から指定を受けている計画相談支援事業所は東大阪市内に約５０ケ所、八尾市内に約２０

ケ所あります。下記の事業所は、そのうちの市町村より委託をうけて運営している事業所となりま

す。東大阪市では昨年度より地域制が施行されており、居住地に応じて、担当の委託相談支援事業

所が決まっております。このほかの市町村から指定をうけている事業所については、各市のホーム

ページをご確認いただくか福祉課にご相談ください。 

 

 

 

 

OSJ工房よりそいの丘 東大阪市東山町6-1 072-987-5554 

生活支援センターあいん 東大阪市喜里川町3-13 072-985-2323 

相談支援センターわくわく 東大阪市中新開2-10-16 072-968-7146 

自立支援センターぱあとなぁ 東大阪市若江東町2-1-6 06-6722-7760 

相談支援室つむぎ 東大阪市森河内西2-3-36 06-6736-5590 

相談支援センターマーレ 東大阪市永和2-6-33 06-6722-5551 

障害者生活支援センターひびき 東大阪市永和1-3-4 06-6224-7310 

障害者・児生活支援センター あっぷる 八尾市楽音寺1-85-1 072-940-1214 

医真会しょうがい相談支援センター  八尾市沼1-68-65 2番館105号 072-948-8875 


